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公正競争の確保に関する基本的な考え方 1

⚫ 公正競争の確保に当たっては、以下の考え方を基本とすることについて、どう考えるか。

① 「競争条件の公正（構造規制）」と「競争行為の公正（行為規制）」の確保により、

② 「設備競争」と「サービス競争 」を促進し、

③ 「（設備競争による）ネットワークの高度化」や「（サービス競争による）サービスの多様化・高度化・低廉

化」を実現する。

検討課題１：公正競争の確保に当たっての基本的な考え方についてどう考えるか
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NTT東西の通信インフラの在り方 2

⚫ NTTは、線路敷設基盤を維持・活用して設備を高度化し、多様なサービスを提供する役割を担うことが重要と

の意見もあるが、この点等も踏まえ、全国津々浦々に線路敷設基盤を有するNTTの役割をどのように考えるか。

⚫ これに関連して、NTTに対する自己設置要件等や線路敷設基盤に関する規律の在り方をどう考えるか。

検討課題２：NTT東西の線路敷設基盤や自己設置要件についてどう考えるか
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検討の視点：設備の高度化／役務の安定的提供／不採算地域での効率的な整備・運用／シェアリング・オフバランス化 等



（参考）ネットワーク図 3
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